
対
象
者

　

令
和
５
年
９
月
30
日
時
点
で
八

街
市
に
住
民
登
録
が
あ
り
、
次
に

該
当
す
る
お
子
さ
ん

・
現
中
学
３
年
生
（
平
成
20
年
４

　

月
２
日
〜
平
成
21
年
４
月
１
日
生
）

・
現
小
学
６
年
生
（
平
成
23
年
４

　

月
２
日
〜
平
成
24
年
４
月
１
日
生
）

・
令
和
６
年
度
新
小
学
１
年
生

（
平
成
29
年
４
月
２
日
〜
平
成

30
年
４
月
１
日
生
）

支
給
額

　

お
子
さ
ん
１
人　

２
万
円

申
請
方
法

①
令
和
５
年
10
月
支
給
分
の
児
童

　

手
当
の
振
り
込
み
を
受
け
て
い

　

る
方
は
申
請
不
要
で
、
児
童
手

　

当
振
込
口
座
へ
振
り
込
み
ま
す
。

②
①
以
外
は
申
請
が
必
要
で
す
。

　

申
請
書
は
12
月
上
旬
に
郵
送
し

　

ま
す
。

申
請
期
限

　

令
和
６
年
２
月
29
日
㈭

※
郵
送
の
場
合
は
令
和
６
年
２
月

29
日
㈭
必
着
で
す
。
（
消
印
有
効

は
で
は
あ
り
ま
せ
ん
）

問
子
育
て
支
援
課

　

☎
４
４
３
‐
１
６
９
３

八
街
市
物
価
高
騰
対
策
新
入
学
・
新
生
活
支
援
金
を
支
給

八
街
市
物
価
高
騰
対
策
新
入
学
・
新
生
活
支
援
金
を
支
給

令和６年二十歳を祝う会を開催します令和６年二十歳を祝う会を開催します
　二十歳という節目を迎え、大人になったことを
自覚し、自らの努力で人生を切り拓こうとする方
をお祝いする「二十歳を祝う会」を次のとおり開
催します。
＜第１部＞
時令和６年１月７日㈰
　受付　午前９時～　式典　午前10時～
場中央公民館
対八街中学校区・八街北中学校区在住
　または出身の方
＜第２部＞
時令和６年１月７日㈰
　受付　午後１時～　式典　午後２時～
場中央公民館
対八街中央中学校区・八街南中学校区在住
　または出身の方
※中央公民館、図書館、郷土資料館は休館です。
案内はがきを送付しました
　市内在住の方には案内はがきを送付しました。

案内はがきが届いていない方、または、市内小・
中学校出身で市外に転出しているが出席希望され
る方は 、社会教育課までご連絡ください。
　式典当日、案内はがきと引き替えに記念品を贈
呈しますので、必ず案内はがきをお持ちください。
　式典に出席できない方にも記念品をお渡ししま
すので、案内はがきをお持ちのうえ、社会教育課
までお越しください。
＜記念品引替期間＞
　令和６年１月９日㈫～３月29日㈮
　午前８時30分～午後５時15分
　 （土曜・日曜日、祝日を除く）
送迎などにご協力ください
　会場の駐車場には限りがありますので、送迎な
どでの来場にご協力ください。また、会場周辺の
店舗駐車場への駐停車は絶対に行わないでください。
　詳しくは、市ホームページをご確認ください。
問社会教育課
　☎４４３－１４６４

八街市
ホームページ

　

医
療
費
通
知
は
、
医
療
機
関
で

か
か
っ
た
医
療
費
な
ど
を
知
る
こ

と
で
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
健
康
へ

の
認
識
を
深
め
、
医
療
保
険
の
健

全
な
運
営
を
図
る
た
め
に
送
付
し

ま
す
。

発
送
時
期

令
和
５
年
１
〜
10
月
診
療
分

　

令
和
６
年
１
月
末
発
送

令
和
５
年
11
月
診
療
分　
　

　

令
和
６
年
２
月
末
発
送

令
和
５
年
12
月
診
療
分

　

令
和
６
年
３
月
末
発
送

　

医
療
費
通
知
は
、
確
定
申
告
の

医
療
費
控
除
で
使
用
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

11
月
・
12
月
診
療
分
お
よ
び
医

療
費
通
知
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い

医
療
費
分
・
施
術
療
養
費
は
、
医

療
機
関
な
ど
か
ら
の
領
収
書
に
基

づ
き
「
医
療
費
控
除
の
明
細
書
」

を
作
成
し
、
申
告
書
に
添
付
し
て

く
だ
さ
い
。
医
療
費
領
収
書
は
確

定
申
告
期
限
か
ら
５
年
間
保
存
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

※
11
月
・
12
月
診
療
分
は
、
通
知

ま
で
３
カ
月
を
要
す
る
た
め
、
令

和
６
年
１
月
末
発
送
分
に
は
含
ま

れ
ま
せ
ん
。

※
平
成
30
年
分
〜
令
和
４
年
分
の

医
療
費
通
知
は
再
発
行
が
で
き
ま

す
。
申
請
に
は
本
人
確
認
の
提
示

が
必
要
で
す
。

問
国
保
年
金
課

　

☎
４
４
３
‐
１
１
３
９

国
民
健
康
保
険

国
民
健
康
保
険

　
「
医
療
費
通
知
」

　
「
医
療
費
通
知
」

　
　

発
送
時
期
の
お
知
ら
せ

　
　

発
送
時
期
の
お
知
ら
せ

　

人
権
は
、
人
間
が
人
間
ら
し
く

生
き
て
い
く
た
め
に
、
な
く
て
は

な
ら
な
い
権
利
で
す
。

　

い
じ
め
や
親
子
・
夫
婦
な
ど
の

家
庭
問
題
な
ど
で
困
っ
た
時
は
、

人
権
擁
護
委
員
や
千
葉
地
方
法
務

局
佐
倉
支
局
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

12
月
４
日
㈪
〜
８
日
㈮
の
午
前

10
時
〜
午
後
４
時
に
、
千
葉
地
方

法
務
局
佐
倉
支
局
で
常
駐
相
談
を

実
施
し
ま
す
。
（
電
話
相
談
可
）

　

☎
４
８
４
‐
１
２
２
２

市
内
の
人
権
擁
護
委
員
（
敬
称
略
）

・
鈴
木　

恵
子
・
椎
名　

榮
子

・
瀬
山　

昭
二
・
三
浦　

亮
子

・
麻
野　

英
夫

問
総
務
課

　

☎
４
４
３
‐
１
１
１
３

1212
月
４
日
〜

月
４
日
〜
1010
日　

第

日　

第
7575
回
人
権
週
間

回
人
権
週
間

　

障
害
者
手
帳
の
有
無
に
か
か
わ

ら
ず
、
65
歳
以
上
で
要
支
援
・
要

介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
方
は
、

「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
」

の
交
付
を
受
け
る
こ
と
で
障
害
者

控
除
の
対
象
に
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

　

対
象
者
は
、
当
該
年
の
12
月
31

日
に
要
介
護
認
定
の
有
効
期
間
が

あ
る
方
（
亡
く
な
っ
た
方
は
、
死

亡
日
に
認
定
有
効
期
間
が
あ
る
）

で
す
。

お
持
ち
い
た
だ
く
も
の

・
申
請
書

・
対
象
者
の
介
護
保
険
証

・
申
請
者
の
本
人
確
認
で
き
る
も
の

（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
運

　

転
免
許
証
、
健
康
保
険
証
な
ど
）

　

申
請
書
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

問
高
齢
者
福
祉
課

　

☎
４
４
３
‐
１
４
９
１

障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
を
交
付

障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
を
交
付

　会場の駐車場には限りがありますので、送迎な

問

問

問問

問

時

場
対

時

場
対

問
い
合
わ
せ

問

日
時

時

会
場

場

内
容

内

対
象

対

定
員

定

費
用

費

申
し
込
み

申

締
め
切
り

〆

記
号
の
見
方

持
ち
物

持

４
４
４
‐
０
８
１
５

人口の動き　11月１日現在　人口67,127人（前月比 ＋53人）　男34,480人 女 32,647人 世帯数32,885世帯
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